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第１章 調布市教育プランの概要 

１ 策定の経緯 

２００６（平成１８）年１２月の教育基本法の改正，国・東京都の教育振興基本計画や，調

布市の基本構想・基本計画との整合などを踏まえ，調布市の教育振興基本計画として２０１０

（平成２２）年３月に「調布市教育プラン」を策定しました。 

その後，調布市の基本計画等と整合を図る観点から，教育プランについても同様に,    

２０１３（平成２５）年３月，２０１５（平成２７）年３月に改定し，市の教育施策に取り組

んできました。これまでの教育プランの計画期間が２０１９（平成３１）年３月までであるた

め，２０１９（平成３１）年４月以降についても市の教育課題に対し，計画的に取組を進める

ため，本プランを策定しました。 

 

２ 策定の視点 

これまでの教育プランの取組を踏まえつつ，新たな学習指導要領，特別支援教育，不登校，

いじめ，貧困，児童・生徒数の増加，学校施設の老朽化，教職員のワーク・ライフ・バランス

等，調布市の教育環境を取り巻く喫緊の課題に対応するため，以下の視点から策定しました。 

（１）体系の再編 
●「調布市教育委員会教育目標・基本方針」に施策・主要事業を体系づける。 

●「１０の施策・３４の主要事業」に再編（旧教育プラン １２施策・４４事業・７重点プロ

ジェクト） 

（２）成果指標の設定 
●各施策の「ねらい」に対応した「成果指標」を設定 

●「児童・生徒の意識」にも着目（施策１～３） 

●施策ごとに，施策の成果向上を把握するための指標とその現状値・目標値を示しています。

成果指標は，施策の一つの指標であるため，毎年度実施する「調布市教育委員会の権限に属

する事務の点検・評価」においては，成果指標の結果のみならず，施策に連なる主要事業，

主な取組の実績等を総合的に評価したうえで実施します。 

（３）関連事業の設定 
●複数の施策・事業に関連する取組について，『関連事業』として位置付け，取組の推進 

（４）新規・拡充の取組 
●新たな学習指導要領，調布市教育大綱（市長部局）との連携等を踏まえた取組 
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３ 計画期間 

調布市の基本計画等と整合を図る観点から，２０１９（平成３１）年度から２０２２年度ま

での４年間を計画期間とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 各計画等との関係 

本プランは教育基本法第１７条第２項の規定に基づき，調布市教育委員会が定める教育振興

基本計画です。国や東京都の関連計画の内容を参酌するとともに，調布市の各種計画等と整合

を図りながら教育施策を推進していきます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 調布市教育委員会の基本方針 

調布市教育委員会は，教育目標（P28）の実現に向け，以下の５つの基本方針及び調布市教育プ

ランに基づき，総合的な教育施策を推進します。 

基本方針１ 生命をいつくしみ，人の尊厳を重んじる心を育てる（P29） 

基本方針２ 「生きる力」を育て，個を伸ばす教育を充実する（P30） 

基本方針３ 学校・家庭・地域の役割と責任に基づいた連携を進める（P31） 

基本方針４ 安全で安心な調布の教育環境の整備を推進する（P31） 

基本方針５ 生涯にわたって自己実現を目指す機会を提供する（P32）  
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第２章 施策の展開 

第１節 施策の体系図  
教育目標を実現するための５つの基本方針を踏まえ，１０の施策・３４の主要事業を展開 
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します。各施策と主な取組は，次頁以降に記載しています。 

 

  


